
(指定催しの指定)

第42条の2 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規

模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定

する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に

重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催す

る者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあつたとき

は、この限りでない。

3 消防長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催す

る者に通知するとともに、公示しなければならない。

(平26条例35・追加)
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